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 告 示 事 項 

■ 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について 

 

 

 

 

     厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従い 

当院では後発医薬品の使用に取り組んでいます。 

 
 
 

 
 
〇  当院では多くの後発医薬品を使用しています。 

〇  後発医薬品を選ぶことは、日本の医療制度を維持してい

くために必要な事です。 

 

 
 
 

 

〇  院外処方では保険薬局で後発医薬品に変更可能な処方箋

を発行しております。 

〇  院内処方では可能な限り後発医薬品で処方しております。 

◎  後発医薬品を希望される場合は医師・薬剤師にご相談 

下さい。 

 

東八幡平病院 病院長 

患者様へのお知らせ 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について 

後発医薬品とは？ 

先発医薬品と同じ有効成分を使用しており、 

品質・効果・安全性が同等な医薬品です。 

後発医薬品の採用にあたっては品質の確保・十分な 

情報提供・安全供給・有効かつ安全な製品を選定し 

ております。 
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■ 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

 

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

 

当院では、医療の透明性の確保および患者さんへの情報提供を積

極的に推進する観点から、平成 22 年 4 月 1 日より、領収書を発行

する際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行

しております。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方につき

ましても、平成 28 年 4 月 1 日より、同様に明細書を無料で発行し

ております。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や実施した検査の名称等

が記載されます。 

内容をご理解いただいたうえで、ご家族の方などが代理で会計を

行う場合の代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望されない

方は、会計窓口までその旨お申し出くださいますようお願いいたし

ます。 

 

令和７年４月１日 

東八幡平病院 
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■ 栄養サポートチーム（NST）のご紹介について 

 

 

栄養サポートチーム（NST）のご紹介 
 

  栄養サポートチーム（NST：Nutrition Support Team）とは、医師、管理栄

養士、看護師、薬剤師などの多職種がそれぞれの専門的知識を持ち寄り、入

院患者さんの治療が円滑に進むよう、栄養面から支援を行うチームです。 

 患者さん一人ひとりの状態を把握し、適切な栄養管理が行えるよう、日々

活動しています。 

 

栄養サポートチーム（NST）の構成 
 

  当院のＮＳＴは、ＮＳＴ臨床実地修練を修了した医師、管理栄養士、看護

師、薬剤師で構成されています。 

 また、患者さんの状態に応じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

臨床検査技師なども参加し、チームとして支援を行っています。 

 

活動目的 
 

  患者さんの状態に応じた適切な栄養管理を行い、栄養状態の改善を目指す

ことを目的としています。 

 栄養状態を良好に保つことで、感染症や褥瘡（床ずれ）の予防につながり、

治療やリハビリテーションがより円滑に進むよう支援します。 

主な活動内容 

・主治医からの依頼を受け、患者さんに適した栄養摂取方法を検討します。 

・可能な限り、口から食事を摂ることを目標とした支援を行います。 

・必要に応じて、栄養状態の改善を目的とした経腸栄養を実施します。 

・血液検査や身体測定などにより栄養状態を評価し、栄養計画の見直しを行

います。 
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■ 医療保険による入院患者自己負担について 

 

                                             令和７年４月１日以降 
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■ 入院時の食事に係る標準負担金額・居住費（光熱費）について 

 

令和７年４月１日以降 
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■ 保険給付外及び診断書などの料金について 

 

令和７年４月１日以降 
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- 16 - 
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入退院支援（入退院支援加算１）に係る院内掲示 

 

当院では、退院支援及び地域連携を担う部門を設置し、当該部門に十分な

経験を有する社会福祉士/看護師を配置し 退院支援等を行うにつき十分な体

制を整えています。 

  また、患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生

活を 継続できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施しており

ます。 

退院支援担当職員の主な業務 

・退院支援計画の策定     ・退院に係わる問題点や課題の提出 

・退院へ向けた目標設定と支援 ・退院後の介護サービス導入の支援 

・退院後の介護サービスの利用 ・転院先の保険医療機関との連絡調査 

 

 各病棟の退院支援担当者は次のとおりです 

病棟 区分 支援担当者 資格 

一般病棟 

 （２階） 
地域一般入院料３ 川原 隆 社会福祉士 

回復期Ａ病棟 

（２階） 

回復期リハビリテ

ーション病棟入院

料２ 

関  綾香 社会福祉士 

回復期Ｂ病棟 

（３階） 

回復期リハビリテ

ーション病棟入院

料２ 

榿澤 莉子 社会福祉士 

 

入退院支援部門に配置されている看護師 澤口 稲子 

入退院支援部門に配置されている社会福祉士 工藤 直子 

 

令和７年４月１日 東八幡平病院 

 


